
お 知 ら せ
か ん が い 期 通 水 に つ い て

　かんがい期通水は毎年４月２６日から９月１０日までの１３８日間です。
　４月２６日午前５時に猪苗代湖上戸頭首工の水門を用水管理センターから遠方操作で開け、取水を開始します。
　渇水期（しろかき期又は開花期）には、下流で水不足が生じるおそれがありますので、皆様には節水のご協力をお願
い致します。 ※下流の皆様のため掛け流しは止めて下さい。適切な調整をお願い致します。

不法投棄防止にご協力をお願い致します
　水路内や施設周辺への不法投棄が、後を絶ちません。水路のゴミは通水の妨げとなり、用水不足や越水等、災害の
原因となります。
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　来年４月１日採用予定の安積疏水土地改良区職員を募集します。募集内容の詳細は、安積疏水土地改良区　
総務課まで問い合わせ下さい。

　  ■ 申込期間　：　令和2年６月24日㈬～令和2年７月20日㈪
　　　　　　　　（郵便による受験申込は、受付最終日の消印のあるものまで有効です。）
　  ■ 受付場所　：　総 務 課 （安積疏水土地改良区事務所）
　  ■ 募集人数　：　若 干 名
　  ■ 受験資格　：　大学、大学院を令和3年３月末日までに卒業見込みの者、並びに平成2年4月2日から
　　　　　　　　平成10年4月1日までに生まれた者で大学、大学院を卒業した既卒者。

安積疏水土地改良区   総務課  ＴＥＬ. ０２４－９２２－４５９５　

令和3年度  安 積 疏 水 土 地 改 良 区 職 員を募 集します

広　報　　安　　積　　疏　　水広　報　　安　　積　　疏　　水 （1）第66号（16） 第66号

第 66 号
令和 2年 6月発行

み　ど　り

安積疏水土地改良区
〒963-8851
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 ｢安積疏水を訪ねる小学生の集い｣の
   中止について

令和 ２ 年度

この度の新型コロナウイルスの影響を鑑み誠に残念ではありますが、本年度の
「安積疏水を訪ねる小学生の集い」を中止することに致しました。参加を計画され
ていた皆様には申し訳ありませんが、何卒ご理解下さいますようお願い致します。

地区面積及び組合員数（令和２年４月１日現在）

※管外…4市町以外居住者

区　分

地 区 面 積

組 合 員 数
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8,486 人
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728 ha
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113 ha

92 人 300 人
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令和２年度 一般会計・特別会計予算のあらまし
　去る2月 27日開催の第 176回通常総代会において、令和２年度の一般会計・特別会計の予算が審議され、下記の通
り議決されました。

一 般 会 計

特 別 会 計

（収　　入） （支　　出） （単位：千円）

（単位：千円）

科　　目
本年度
予算額

前年度
予算額

比　　較
科　　目

本年度
予算額

前年度
予算額

比　　較
増 減 増 減

１．組　 合　 費 208,617 209,436 － 819 １．事 務 費 164,355 148,241 16,114 －
２．負 担 金 51,869 51,427 442 － ２．土地改良事業費 133,226 48,955 84,271 －
３．寄 付 金 5,001 5,001 － － ３．維持管理費 122,677 134,317 － 11,640
４．財 産 収 入 12,316 12,348 － 32 ４．特別会計へ繰出金 5,000 10,000 － 5,000
５．雑 収 入 4,150 3,778 372 － ５．諸 費 11,894 10,015 1,879 －
６．手 数 料 506 494 12 － ６．汚水対策費 2,151 1,644 507 －
７．繰 入 金 100,295 72,710 27,585 － ７．協 賛 費 1 1 － －
８．借 入 金 1 1 － － ８．選 挙 費 980 8 972 －
９．補 助 金 139,411 55,359 84,052 － ９．促 進 費 700 700 － －
10．不動産売却代 2 2 － － 10．積 立 金 2 2 － －
11．交 付 金 10,962 0 10,962 － 11．補 償 費 1 1 － －
12．繰 越 金 27,027 66,819 － 39,792 12．不動産買収費 2,000 1,000 1,000 －

13．構内整備費 1 1 － －
14．償 還 金 395 395 － －
15．土地改良施設維持管理費 108,239 99,826 8,413 －
16．予 備 費 8,535 22,269 － 13,734

収 入 合 計 560,157 477,375 82,782 支 出 合 計 560,157 477,375 82,782

区　　　　　分 本年度予算額 前年度予算額 増　　減 摘　　要

国 営 新 安 積 事 業 償 還 金 146,700 148,676 △ 1,976
国営安積疏水二期事業償還金 0 261,441 △ 261,441
県営土地改良事業（新安積地区） 40,525 39,831 694

県営土地改良事業（五百川地区） 0 5,569 △ 5,569
特 定 財 産 194,499 198,072 △ 3,573
決 済 金 951,164 918,892 32,272
職 員 退 職 手 当 176,545 166,530 10,015
発 電 事 業 299,021 268,168 30,853
新 安 積 事 業 未 処 理 用 地 9,574 9,574 0

合　　　　　計 1,818,028 2,016,753 △ 198,725

ご 挨 拶
理 事 長 本 田　陸 夫

　向夏の候、組合員の皆様には益 ご々清栄のこととお
慶び申し上げます。又、日頃から本区運営と事業推進 
には特段のご理解とご協力を頂き衷心より感謝申し上
げます。
　昨年は、１月の熊本地震から２月の北海道胆振地方
の地震、５月の千葉県南部、宮崎県日向灘の地震、６月
の山形県沖地震、８月の福島県沖地震、九州豪雨、９月
の台風１５号そして、本県にも大変な被害をもたらした１
０月の台風１９号と一昨年に続いて、全国各地に甚大な
被害をもたらす自然災害が立て続けに発生しました。改
めてこの災害により亡くなられた皆様のご冥福をお祈り
しますとともに、被災された方に心からお見舞い申し上
げます。
　また、この度の新型コロナウイルスによって影響を受
けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。本区にお
いては、この状況を鑑み、２００６年より毎年開催しており
ます｢安積疏水を訪ねる小学生の集い｣を誠に残念で
はありますが、中止することに致しました。来年以降、開
催出来るよう準備して参りますので、奮ってご参加下さ
いますようお願い致します。
　さて、昨年は田植え以降晴天が続き、国土交通省に
対し、４月２６日から５月２５日まで猪苗代湖からの最大取
水を申請し対応致しました。本格的な夏を迎えてからは、
一昨年とは違い、７月中旬まで雨や曇で日照不足による
冷害が心配されましたが、８月以降は晴天にも恵まれ、
農林水産省の発表によりますと、本県の作況指数は１０２
の「やや良」で豊作となりました。また、７月下旬以降は雨
が少ない状況が続き、再び８月５日から３１日まで猪苗代
湖からの最大取水を国土交通省に申請し備えました。
　昨年末時点の、令和２年度農林水産予算の骨子を
見ますと、我々に直結する農業農村整備関係予算は、
令和元年度補正予算１，５４２億円をあわせ、前年比
１４７．５％の６，５１５億円と、震災前の予算規模になりま
した。その中心となっているのは、国土強靱化に重点が

置かれ、水田の高度利用対策化、農業の競争力強化
に加えて中山間地域等の条件不利地域の振興対策、
そして、引き続き農地中間管理機構を中心として担い
手へ農地を集積・集約化を加速化するための予算を
重点的に配分することであります。その内容は、農地の
集積・集約化を図るため構造改革の推進、水田フル
活用と経営所得安定対策の着実な実施、強い農業の
ための基盤づくりと「スマート農業」の実現等です。この
背景にあるものは、加速度的に進む農業者の高齢化や
担い手不足による農業農村の荒廃を食い止めなけれ
ば、日本の農業と食の安全が崩壊へ向かうという危機
感であります。我 も々土地改良事業に係わるものとして、
土地改良区の体制を強固なものとし、私たちに求めら
れている、適正な配水と施設管理を粛 と々進めること
で、日本の農業農村を側面から支えて行くことが最も重
要な役割であると改めて確信したところであります。
　「自然とは何か」、「農業とは何か」、「土地改良区とは
何か」、の観点から一人ひとりが自分の足元を見つめ直
し、地域の方々や行政などと連携して新しい方向付け
を見いだしていく必要があります。そのためにも役職員
が一致結束して、積極的且つ自発的に行動してゆくこ
とが最重要であると考えます。これからも皆様の付託に
応える運営並びに事業推進を目指して参りますから、
ご支援ご協力を切にお願い申し上げます。
　昨年４月より改正土地改良法が施行されました。理
事の資格、総代会制度、財務会計制度、総代選挙の
見直しなど、幅広く制度改正が行われております。本年
は、任期満了に伴う役員・総代の改選の年で新制度
のもと総代総選挙並びに役員総選挙が実施されます
ので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
　最後に組合員皆様の無事平安を願い、秋の豊作を
祈念し、広報第６６号発行にあたり、あいさつと致します。
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令和２年度 一般会計・特別会計予算のあらまし
　去る2月 27日開催の第 176回通常総代会において、令和２年度の一般会計・特別会計の予算が審議され、下記の通
り議決されました。

一 般 会 計

特 別 会 計

（収　　入） （支　　出） （単位：千円）

（単位：千円）

科　　目
本年度
予算額

前年度
予算額

比　　較
科　　目

本年度
予算額

前年度
予算額

比　　較
増 減 増 減

１．組　 合　 費 208,617 209,436 － 819 １．事 務 費 164,355 148,241 16,114 －
２．負 担 金 51,869 51,427 442 － ２．土地改良事業費 133,226 48,955 84,271 －
３．寄 付 金 5,001 5,001 － － ３．維持管理費 122,677 134,317 － 11,640
４．財 産 収 入 12,316 12,348 － 32 ４．特別会計へ繰出金 5,000 10,000 － 5,000
５．雑 収 入 4,150 3,778 372 － ５．諸 費 11,894 10,015 1,879 －
６．手 数 料 506 494 12 － ６．汚水対策費 2,151 1,644 507 －
７．繰 入 金 100,295 72,710 27,585 － ７．協 賛 費 1 1 － －
８．借 入 金 1 1 － － ８．選 挙 費 980 8 972 －
９．補 助 金 139,411 55,359 84,052 － ９．促 進 費 700 700 － －
10．不動産売却代 2 2 － － 10．積 立 金 2 2 － －
11．交 付 金 10,962 0 10,962 － 11．補 償 費 1 1 － －
12．繰 越 金 27,027 66,819 － 39,792 12．不動産買収費 2,000 1,000 1,000 －

13．構内整備費 1 1 － －
14．償 還 金 395 395 － －
15．土地改良施設維持管理費 108,239 99,826 8,413 －
16．予 備 費 8,535 22,269 － 13,734

収 入 合 計 560,157 477,375 82,782 支 出 合 計 560,157 477,375 82,782

区　　　　　分 本年度予算額 前年度予算額 増　　減 摘　　要

国 営 新 安 積 事 業 償 還 金 146,700 148,676 △ 1,976
国営安積疏水二期事業償還金 0 261,441 △ 261,441
県営土地改良事業（新安積地区） 40,525 39,831 694

県営土地改良事業（五百川地区） 0 5,569 △ 5,569
特 定 財 産 194,499 198,072 △ 3,573
決 済 金 951,164 918,892 32,272
職 員 退 職 手 当 176,545 166,530 10,015
発 電 事 業 299,021 268,168 30,853
新 安 積 事 業 未 処 理 用 地 9,574 9,574 0

合　　　　　計 1,818,028 2,016,753 △ 198,725

ご 挨 拶
理 事 長 本 田　陸 夫

　向夏の候、組合員の皆様には益 ご々清栄のこととお
慶び申し上げます。又、日頃から本区運営と事業推進 
には特段のご理解とご協力を頂き衷心より感謝申し上
げます。
　昨年は、１月の熊本地震から２月の北海道胆振地方
の地震、５月の千葉県南部、宮崎県日向灘の地震、６月
の山形県沖地震、８月の福島県沖地震、九州豪雨、９月
の台風１５号そして、本県にも大変な被害をもたらした１
０月の台風１９号と一昨年に続いて、全国各地に甚大な
被害をもたらす自然災害が立て続けに発生しました。改
めてこの災害により亡くなられた皆様のご冥福をお祈り
しますとともに、被災された方に心からお見舞い申し上
げます。
　また、この度の新型コロナウイルスによって影響を受
けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。本区にお
いては、この状況を鑑み、２００６年より毎年開催しており
ます｢安積疏水を訪ねる小学生の集い｣を誠に残念で
はありますが、中止することに致しました。来年以降、開
催出来るよう準備して参りますので、奮ってご参加下さ
いますようお願い致します。
　さて、昨年は田植え以降晴天が続き、国土交通省に
対し、４月２６日から５月２５日まで猪苗代湖からの最大取
水を申請し対応致しました。本格的な夏を迎えてからは、
一昨年とは違い、７月中旬まで雨や曇で日照不足による
冷害が心配されましたが、８月以降は晴天にも恵まれ、
農林水産省の発表によりますと、本県の作況指数は１０２
の「やや良」で豊作となりました。また、７月下旬以降は雨
が少ない状況が続き、再び８月５日から３１日まで猪苗代
湖からの最大取水を国土交通省に申請し備えました。
　昨年末時点の、令和２年度農林水産予算の骨子を
見ますと、我々に直結する農業農村整備関係予算は、
令和元年度補正予算１，５４２億円をあわせ、前年比
１４７．５％の６，５１５億円と、震災前の予算規模になりま
した。その中心となっているのは、国土強靱化に重点が

置かれ、水田の高度利用対策化、農業の競争力強化
に加えて中山間地域等の条件不利地域の振興対策、
そして、引き続き農地中間管理機構を中心として担い
手へ農地を集積・集約化を加速化するための予算を
重点的に配分することであります。その内容は、農地の
集積・集約化を図るため構造改革の推進、水田フル
活用と経営所得安定対策の着実な実施、強い農業の
ための基盤づくりと「スマート農業」の実現等です。この
背景にあるものは、加速度的に進む農業者の高齢化や
担い手不足による農業農村の荒廃を食い止めなけれ
ば、日本の農業と食の安全が崩壊へ向かうという危機
感であります。我 も々土地改良事業に係わるものとして、
土地改良区の体制を強固なものとし、私たちに求めら
れている、適正な配水と施設管理を粛 と々進めること
で、日本の農業農村を側面から支えて行くことが最も重
要な役割であると改めて確信したところであります。
　「自然とは何か」、「農業とは何か」、「土地改良区とは
何か」、の観点から一人ひとりが自分の足元を見つめ直
し、地域の方々や行政などと連携して新しい方向付け
を見いだしていく必要があります。そのためにも役職員
が一致結束して、積極的且つ自発的に行動してゆくこ
とが最重要であると考えます。これからも皆様の付託に
応える運営並びに事業推進を目指して参りますから、
ご支援ご協力を切にお願い申し上げます。
　昨年４月より改正土地改良法が施行されました。理
事の資格、総代会制度、財務会計制度、総代選挙の
見直しなど、幅広く制度改正が行われております。本年
は、任期満了に伴う役員・総代の改選の年で新制度
のもと総代総選挙並びに役員総選挙が実施されます
ので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
　最後に組合員皆様の無事平安を願い、秋の豊作を
祈念し、広報第６６号発行にあたり、あいさつと致します。



広　報　　安　　積　　疏　　水広　報　　安　　積　　疏　　水 （5）第66号（4） 第66号

第 176 回 通 常 総 代 会 議 決 事 項

▲

令和 2 年 2 月 27 日　午前 10 時開会

▲

総代定数　70 名　　　総代現数　69 名　　　出席　64 名　　　欠席　5名

▲

議長　　藤　田　忠　内　　15 区（須仁井田）

報告第 1 号　　基本財産及び特定財産の現在高報告について
　　　　　　　 監査報告書
議案第 1 号　　定款の一部変更について
議案第 2 号　　定款の一部改正について
議案第 3 号　　定款付属書役員選挙規程の一部改正について
議案第 4 号　　定款付属書総代選挙規程の設定について
議案第 5 号　　規約の一部改正について
議案第 6 号　　利水調整規程の設定について
議案第 7 号　　一般会計令和元年度収入支出補正予算
議案第 8 号　　特別会計令和元年度国営新安積事業償還金収入支出補正予算
議案第 9 号　　特別会計決済金（一般決済金）の借入及び予備費の流用について
議案第 10 号　　特別会計令和元年度県営土地改良事業（新安積地区）収入支出補正予算
議案第 11 号　　特別会計令和元年度県営土地改良事業（五百川地区）収入支出補正予算
議案第 12 号　　特別会計令和元年度特定財産収入支出補正予算
議案第 13 号　　特別会計令和元年度決済金収入支出補正予算
議案第 14 号　　発電会計渇水準備積立金の積み替えについて
議案第 15 号　　特別会計令和元年度発電事業収入支出補正予算
議案第 16 号　　令和 2年度事業計画について
議案第 17 号　　地区変更について
議案第 18 号　　経常賦課金の賦課徴収について
議案第 19 号　　一時運用金の限度額について
議案第 20 号　　土地改良施設維持管理適正化事業の加入について
議案第 21 号　　土地改良施設維持管理適正化事業の施行について
議案第 22 号　　水利施設等保全高度化事業（機能保全計画）について
議案第 23 号　　一般会計令和 2年度収入支出予算
議案第 24 号　　国営新安積事業償還金の賦課徴収について
議案第 25 号　　特別会計令和 2年度国営新安積事業償還金収入支出予算
議案第 26 号　　県営土地改良事業（新安積地区）特別賦課金の賦課徴収について
議案第 27 号　　特別会計令和 2年度県営土地改良事業（新安積地区）収入支出予算
議案第 28 号　　特別会計令和 2年度特定財産収入支出予算
議案第 29 号　　決済金の賦課徴収について
議案第 30 号　　特別会計令和 2年度決済金収入支出予算
議案第 31 号　　特別会計令和 2年度職員退職手当収入支出予算
議案第 32 号　　特別会計令和 2年度発電事業収入支出予算
議案第 33 号　　特別会計令和 2年度新安積事業未処理用地収入支出予算
議案第 34 号　　費目流用について

財 務 状 況 の 公 表
　平成 30 年度安積疏水土地改良区一般会計及び特別会計収入支出並びに財産の状況を規約 46 条の規定により公表
します。

一 般 会 計　 収 入 支 出 決 算 書

特 別 会 計　 収 入 支 出 決 算 書

令和元年5月31日現在（単位：円）

令和元年5月31日現在（単位：円）

収　　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　　出
科　　　目 決　算　額 付　　　記 科　　　目 決　算　額 付　　　記

１．組 合 費 210,619,303 納入率98.5％ １．事 務 費 121,730,433
２．負 担 金 50,234,877 維持管理負担金等 ２．土地改良事業費 45,558,448 水路改修事業費等
３．寄 付 金 5,000,000 ３．維 持 管 理 費 110,155,006
４．財 産 収 入 16,412,520 施設、土地使用料等 ４．特別会計へ繰出金 10,000,000 職員退職手当へ繰出
５．雑 収 入 7,029,607 過年度賦課金等 ５．諸 費 8,693,064 固定資産税等
６．手 数 料 804,276 現地立会、証明関係 ６．汚 水 対 策 費 1,488,835
７．繰 入 金 36,870,000 決済金からの繰入 ７．協 賛 費 0
８．借 入 金 0 ８．選 挙 費 0
９．補 助 金 54,952,000 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金等 ９．促 進 費 478,298 事業促進経費
10．不動産売却代 0 10．積 立 金 75,200,000 財政調整資金積立金等
11．交 付 金 9,450,000 県土連より 11．補 償 費 0
12．繰 越 金 85,526,168 前年度より 12．不動産買収費 2,000,000

13．構 内 整 備 費 0
14．償 還 金 394,884 貸地整地保証金
15．予 備 費 0

収　入　合　計 476,898,751 対調定額収納率 95.0% 支　出　合　計 375,698,968 次年度へ繰越 101,199 千円

収　　　　　　　　入 支　　　　　　　出
会　計　別 決　算　額 付　　　記 決　算　額 付　　　記 次年度繰越金

国営新安積事業 159,268,304 賦課金、繰入金等 119,029,053 償還金、事務費等 40,239,251
県営新安積地区 48,675,938 賦課金、繰入金等 43,490,300 分担金、事務費等 5,185,638
県営五百川地区 1,308,846 賦課金、繰入金等 1,219,339 分担金、事務費等 89,507
特 定 財 産 198,611,601 前年度繰越金貸地料等 815,165 固定資産税等 197,796,436
決 済 金 890,458,875 内　決済金収入2.7% 40,419,000 一般会計、国営新安積事業、

県営新安積事業への繰出等 850,039,875
職 員 退 職 手 当 183,453,793 一般会計からの繰入金等 26,927,625 職員退職手当等 156,526,168
発 電 事 業 361,925,017 売電収入、繰延消費税等 303,352,194 維持管理経費及引当金等 58,572,823
新安積未処理用地 9,573,768 事業引継費 0 9,573,768
合　　　計 1,853,276,142 535,252,676 1,318,023,466
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第 176 回 通 常 総 代 会 議 決 事 項

▲

令和 2 年 2 月 27 日　午前 10 時開会

▲

総代定数　70 名　　　総代現数　69 名　　　出席　64 名　　　欠席　5名

▲

議長　　藤　田　忠　内　　15 区（須仁井田）

報告第 1 号　　基本財産及び特定財産の現在高報告について
　　　　　　　 監査報告書
議案第 1 号　　定款の一部変更について
議案第 2 号　　定款の一部改正について
議案第 3 号　　定款付属書役員選挙規程の一部改正について
議案第 4 号　　定款付属書総代選挙規程の設定について
議案第 5 号　　規約の一部改正について
議案第 6 号　　利水調整規程の設定について
議案第 7 号　　一般会計令和元年度収入支出補正予算
議案第 8 号　　特別会計令和元年度国営新安積事業償還金収入支出補正予算
議案第 9 号　　特別会計決済金（一般決済金）の借入及び予備費の流用について
議案第 10 号　　特別会計令和元年度県営土地改良事業（新安積地区）収入支出補正予算
議案第 11 号　　特別会計令和元年度県営土地改良事業（五百川地区）収入支出補正予算
議案第 12 号　　特別会計令和元年度特定財産収入支出補正予算
議案第 13 号　　特別会計令和元年度決済金収入支出補正予算
議案第 14 号　　発電会計渇水準備積立金の積み替えについて
議案第 15 号　　特別会計令和元年度発電事業収入支出補正予算
議案第 16 号　　令和 2年度事業計画について
議案第 17 号　　地区変更について
議案第 18 号　　経常賦課金の賦課徴収について
議案第 19 号　　一時運用金の限度額について
議案第 20 号　　土地改良施設維持管理適正化事業の加入について
議案第 21 号　　土地改良施設維持管理適正化事業の施行について
議案第 22 号　　水利施設等保全高度化事業（機能保全計画）について
議案第 23 号　　一般会計令和 2年度収入支出予算
議案第 24 号　　国営新安積事業償還金の賦課徴収について
議案第 25 号　　特別会計令和 2年度国営新安積事業償還金収入支出予算
議案第 26 号　　県営土地改良事業（新安積地区）特別賦課金の賦課徴収について
議案第 27 号　　特別会計令和 2年度県営土地改良事業（新安積地区）収入支出予算
議案第 28 号　　特別会計令和 2年度特定財産収入支出予算
議案第 29 号　　決済金の賦課徴収について
議案第 30 号　　特別会計令和 2年度決済金収入支出予算
議案第 31 号　　特別会計令和 2年度職員退職手当収入支出予算
議案第 32 号　　特別会計令和 2年度発電事業収入支出予算
議案第 33 号　　特別会計令和 2年度新安積事業未処理用地収入支出予算
議案第 34 号　　費目流用について

財 務 状 況 の 公 表
　平成 30 年度安積疏水土地改良区一般会計及び特別会計収入支出並びに財産の状況を規約 46 条の規定により公表
します。

一 般 会 計　 収 入 支 出 決 算 書

特 別 会 計　 収 入 支 出 決 算 書

令和元年5月31日現在（単位：円）

令和元年5月31日現在（単位：円）

収　　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　　出
科　　　目 決　算　額 付　　　記 科　　　目 決　算　額 付　　　記

１．組 合 費 210,619,303 納入率98.5％ １．事 務 費 121,730,433
２．負 担 金 50,234,877 維持管理負担金等 ２．土地改良事業費 45,558,448 水路改修事業費等
３．寄 付 金 5,000,000 ３．維 持 管 理 費 110,155,006
４．財 産 収 入 16,412,520 施設、土地使用料等 ４．特別会計へ繰出金 10,000,000 職員退職手当へ繰出
５．雑 収 入 7,029,607 過年度賦課金等 ５．諸 費 8,693,064 固定資産税等
６．手 数 料 804,276 現地立会、証明関係 ６．汚 水 対 策 費 1,488,835
７．繰 入 金 36,870,000 決済金からの繰入 ７．協 賛 費 0
８．借 入 金 0 ８．選 挙 費 0
９．補 助 金 54,952,000 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金等 ９．促 進 費 478,298 事業促進経費
10．不動産売却代 0 10．積 立 金 75,200,000 財政調整資金積立金等
11．交 付 金 9,450,000 県土連より 11．補 償 費 0
12．繰 越 金 85,526,168 前年度より 12．不動産買収費 2,000,000

13．構 内 整 備 費 0
14．償 還 金 394,884 貸地整地保証金
15．予 備 費 0

収　入　合　計 476,898,751 対調定額収納率 95.0% 支　出　合　計 375,698,968 次年度へ繰越 101,199 千円

収　　　　　　　　入 支　　　　　　　出
会　計　別 決　算　額 付　　　記 決　算　額 付　　　記 次年度繰越金

国営新安積事業 159,268,304 賦課金、繰入金等 119,029,053 償還金、事務費等 40,239,251
県営新安積地区 48,675,938 賦課金、繰入金等 43,490,300 分担金、事務費等 5,185,638
県営五百川地区 1,308,846 賦課金、繰入金等 1,219,339 分担金、事務費等 89,507
特 定 財 産 198,611,601 前年度繰越金貸地料等 815,165 固定資産税等 197,796,436
決 済 金 890,458,875 内　決済金収入2.7% 40,419,000 一般会計、国営新安積事業、

県営新安積事業への繰出等 850,039,875
職 員 退 職 手 当 183,453,793 一般会計からの繰入金等 26,927,625 職員退職手当等 156,526,168
発 電 事 業 361,925,017 売電収入、繰延消費税等 303,352,194 維持管理経費及引当金等 58,572,823
新安積未処理用地 9,573,768 事業引継費 0 9,573,768
合　　　計 1,853,276,142 535,252,676 1,318,023,466



財 産 目 録

令和元年5月31日現在（単位：円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　　目 決　算　額 付　　　記 科　　　目 決　算　額 付　　　記

１．流 動 資 産 1,889,062,167 １．固 定 負 債 2,172,170,363

1）現金及び預金 146,714,179 一般、新国営、新県営、県営五会計 1）長 期 借 入 金 385,296,000 全土連より

2）未 収 入 金 43,043,406 一般、新国営、新県営会計 2）長 期 運 用 金 83,472,885 決済金会計より

3）特 定 資 産 1,694,779,582 決済金、退職、未処理用地会計
財政調整資金含む 2特定積立 3）特 定 引 当 金 1,694,779,582 決済金引当金他5引当金

4）有 価 証 券 4,525,000 4）保 証 金 8,621,896 整地保証金

２．固 定 資 産 438,321,629 ２．発電事業負債 696,133,973

1）土 地 49,523,236 宅地、山林等 1）流 動 負 債 58,572,823 各種積立引当金、未払消費税

2）建 物 328,517,000 事務所、水門事務所等 2）固 定 負 債 637,561,150 建設改良引当積立金他5引当金積立

3）備 品 60,281,393 自動車等

３．特 定 財 産 204,886,931

1）流 動 資 産 202,387,630 現金預金、有価証券等

2）固 定 資 産 2,499,301 土地・建物・備品

４．発 電 事 業 696,133,973

1）流 動 資 産 696,133,973 建設改良積立金他5積立金、繰延消費税

資　産　合　計 3,228,404,700 前年度比較 4,934 千円減 負　債　合　計 2,868,304,336 前年度比較 159,061 千円減

令和元年 9月３日開催の定期監査において、下記のとおり監査報告がなされました。

監　　査　　報　　告　　書
　安積疏水土地改良区の平成 30 年度決算監査として、平成 30 年度事業報告、一般会計及び特別
会計決算並びに財産目録について監査をした結果、適正なものと認められるので、定款第 22 条の
規定に基づき報告する。

 総 括 監 事　　吉　田　栄　一
 監　　　 事　　藤　澤　功　夫
 監　　　 事　　佐久間　俊　一

令和２年度  事業計画について

　令和２年度事業実施にあたっては、厳しい農業環境下のもと組合員の負担軽減を図るべく、補助事業の予算
確保に努め、事業に対する理解と協力を得て事業の推進を図り、早期完成に努めたい。

本年度実施する土地改良事業

⑴　県営土地改良事業
（単位：千円）

事　業　名 地区名 着工
年度 全 体 計 画 前年度まで 令和２年度計画 次年度以降 分担率

県営かんがい
排 水 事 業

新安積Ⅱ期
（白江） 23 L= 5,825 m

 997,000
L= 5,683 m
 987,000

L= 142 m
 10,000 ― 15.0%

県営水利施設
整 備 事 業 越　久 29 L= 2,249 m

 536,000
L= 1,627 m
 400,000

L= 622 m
 136,000 ― 15.0%

県営農地防災事業
（ため池等整備事業）

岩　根
（五百川代行水路） 29 L= 298 m

 567,000
L= 263 m
 467,000

L= 35 m
 100,000 ― 負担なし

1

⑴ 維持管理施設の管理計画
　国・県営事業により造成された上戸頭首工、深田調整池、幹線水路及び 10 ヶ所に設置する揚水機の善良
な管理に努め、適正な配水と災害防止のため、水路看護人と密接な連携をとり、組合員の要望に応える。
　北陸・東北両地方整備局より許可された上戸頭首工外 49 施設の河川法第 23 条並びに第 24 条の許可に基
づき、かんがい期間を 4月 26 日から 9月 10 日までとして適正な配水を計画する。

⑵ 土地改良施設の改修計画
　県営土地改良事業 3地区（新安積地区・五百川地区）の事業予算の確保に努め、補助事業の推進と早期
完成を図る。
　本区維持管理施設のうち 27 地区 L=2,440m の水路を水路改修事業として、50,000 千円（内一般会計発電
会計繰入分 10 地区 23,000 千円）の事業費で整備を図る。

⑶ 水利施設等保全高度化事業（機能保全計画）新規について
水利施設等保全高度化事業（機能保全計画）は、令和２年度に国費 100％で施行し、施設保全に努める。

⑴  令和元年度決算及び令和 2年度補正予算を審議する臨時総代会を 9月に、役員選挙を執行する臨時総代会
を 10 月に開催する。

⑵ 通水 138 周年記念式典と永年勤続者の表彰を 10 月 1 日に実施する。
⑶ 総代総選挙・役員総選挙を実施する。
⑷ 令和 2年度補正予算及び令和 3年度予算を審議する通常総代会を令和 3年 2月に開催する。

維持管理計画2

本年度の主なる行事予定3
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財 産 目 録

令和元年5月31日現在（単位：円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　　目 決　算　額 付　　　記 科　　　目 決　算　額 付　　　記
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令和２年度  事業計画について
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1

⑴ 維持管理施設の管理計画
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完成を図る。
　本区維持管理施設のうち 27 地区 L=2,440m の水路を水路改修事業として、50,000 千円（内一般会計発電
会計繰入分 10 地区 23,000 千円）の事業費で整備を図る。

⑶ 水利施設等保全高度化事業（機能保全計画）新規について
水利施設等保全高度化事業（機能保全計画）は、令和２年度に国費 100％で施行し、施設保全に努める。

⑴  令和元年度決算及び令和 2年度補正予算を審議する臨時総代会を 9月に、役員選挙を執行する臨時総代会
を 10 月に開催する。

⑵ 通水 138 周年記念式典と永年勤続者の表彰を 10 月 1 日に実施する。
⑶ 総代総選挙・役員総選挙を実施する。
⑷ 令和 2年度補正予算及び令和 3年度予算を審議する通常総代会を令和 3年 2月に開催する。
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令和２年度  配水計画について
令和 2年度配水計画を利水調整規程第 7条に基づき、公表致します。
尚、配水計画は定款第 7条により本区及び関係市町に公告掲示致しました。

上記は、通水日までの計画表です。気象状況や看護人との調整により変更することがあります。

◆令和２年度通水計画表

◆取水実績報告（平成22年～令和元年） 単位：千㎥

月 日 旧疏水地区 新安積地区 五百川地区

４月 13日（月） 13日16時から16日６時まで
熱海頭首工～南川頭首工間断水
２・４分水取入浚渫

日影沢頭首工浚渫

４月 14日（火）

４月 15日（水）

４月 16日（木） 午前６時 熱海頭首工取水開始

４月 17日（金） 午前８時 幹線水路流末へ増量

４月 18日（土）

４月 19日（日） 水路清掃

４月 20日（月） 水路清掃検査、幹線部サイフォン点検

４月 21日（火） 石母毛排水まで通水

４月 22日（水） １分水仮通水（開始時間は看護人と調整）

４月 23日（木） ２分水仮通水（開始時間は看護人と調整）
深田パイプライン通水

４月 24日（金） ４分水庚坦原線仮通水

４月 25日（土）

４月 26日（日） 午前５時 上戸頭首工取水開始

年 度 上戸頭首工 深田調整池 計 備　　考
平成22年 127,884 12,915 140,799
平成23年 129,318 13,498 142,816
平成24年 140,040 10,993 151,033
平成25年 111,954 5,927 117,881
平成26年 113,505 7,789 121,294
平成27年 126,258 9,303 135,561
平成28年 120,284 10,060 130,344
平成29年 132,276 8,036 140,312
平成30年 139,778 7,587 147,365
令和元年 120,070 7,980 128,050

令和２年度  配水計画について

※上戸頭首工　渇水時：最大取水量 15.179㎥/sec　年間最大取水量 147,300 千㎥

令和２年度取水計画表（平水時、郡山上水を除く）

期　間 日 数 上戸頭首工
取水量（㎥/s） 総　　量（㎥）

4/26 ～ 30 5 8.727 3,770,064.0
5/ 1 ～  5 5 12.589 5,438,448.0
6 ～ 10 5 8.603 3,716,496.0
11 ～ 15 5 12.589 5,438,447.9
16 ～ 20 5 7.589 3,278,448.0
21 ～ 25 5 12.589 5,438,448.0
26 ～ 31 6 9.007 4,669,228.8

6/ 1 ～  5 5 12.589 5,438,448.0
6 ～ 10 5 9.960 4,302,720.0
11 ～ 15 5 3.522 1,521,504.0
16 ～ 20 5 10.473 4,524,336.0
21 ～ 25 5 9.248 3,995,136.1
26 ～ 30 5 12.589 5,438,447.9

7/ 1 ～  5 5 10.118 4,370,975.9
6 ～ 10 5 8.314 3,591,648.0
11 ～ 15 5 1.794 775,008.0
16 ～ 20 5 6.465 2,792,880.0
21 ～ 25 5 10.592 4,575,744.1
26 ～ 31 6 10.864 5,631,897.6

8/ 1 ～  5 5 12.589 5,438,448.1
6 ～ 10 5 12.589 5,438,448.1
11 ～ 15 5 12.589 5,438,448.1
16 ～ 20 5 12.589 5,438,448.0
21 ～ 25 5 7.583 3,275,856.0
26 ～ 31 6 6.552 3,396,556.8

9/ 1 ～  5 5 7.401 3,197,232.0
6 ～ 10 5 0.627 270,864.0
138日間 110,602,627.4

9/11 ～翌年4/25
227日間（9/11 ～翌年4/25） 0.789 15,474,499.2

365日間 126,077,126.6
改め 126,080,000.0
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令和２年度  配水計画について
令和 2年度配水計画を利水調整規程第 7条に基づき、公表致します。
尚、配水計画は定款第 7条により本区及び関係市町に公告掲示致しました。

上記は、通水日までの計画表です。気象状況や看護人との調整により変更することがあります。

◆令和２年度通水計画表

◆取水実績報告（平成22年～令和元年） 単位：千㎥

月 日 旧疏水地区 新安積地区 五百川地区

４月 13日（月） 13日16時から16日６時まで
熱海頭首工～南川頭首工間断水
２・４分水取入浚渫

日影沢頭首工浚渫

４月 14日（火）

４月 15日（水）

４月 16日（木） 午前６時 熱海頭首工取水開始

４月 17日（金） 午前８時 幹線水路流末へ増量

４月 18日（土）

４月 19日（日） 水路清掃

４月 20日（月） 水路清掃検査、幹線部サイフォン点検

４月 21日（火） 石母毛排水まで通水

４月 22日（水） １分水仮通水（開始時間は看護人と調整）

４月 23日（木） ２分水仮通水（開始時間は看護人と調整）
深田パイプライン通水

４月 24日（金） ４分水庚坦原線仮通水

４月 25日（土）

４月 26日（日） 午前５時 上戸頭首工取水開始

年 度 上戸頭首工 深田調整池 計 備　　考
平成22年 127,884 12,915 140,799
平成23年 129,318 13,498 142,816
平成24年 140,040 10,993 151,033
平成25年 111,954 5,927 117,881
平成26年 113,505 7,789 121,294
平成27年 126,258 9,303 135,561
平成28年 120,284 10,060 130,344
平成29年 132,276 8,036 140,312
平成30年 139,778 7,587 147,365
令和元年 120,070 7,980 128,050

令和２年度  配水計画について

※上戸頭首工　渇水時：最大取水量 15.179㎥/sec　年間最大取水量 147,300 千㎥

令和２年度取水計画表（平水時、郡山上水を除く）

期　間 日 数 上戸頭首工
取水量（㎥/s） 総　　量（㎥）

4/26 ～ 30 5 8.727 3,770,064.0
5/ 1 ～  5 5 12.589 5,438,448.0
6 ～ 10 5 8.603 3,716,496.0
11 ～ 15 5 12.589 5,438,447.9
16 ～ 20 5 7.589 3,278,448.0
21 ～ 25 5 12.589 5,438,448.0
26 ～ 31 6 9.007 4,669,228.8

6/ 1 ～  5 5 12.589 5,438,448.0
6 ～ 10 5 9.960 4,302,720.0
11 ～ 15 5 3.522 1,521,504.0
16 ～ 20 5 10.473 4,524,336.0
21 ～ 25 5 9.248 3,995,136.1
26 ～ 30 5 12.589 5,438,447.9

7/ 1 ～  5 5 10.118 4,370,975.9
6 ～ 10 5 8.314 3,591,648.0
11 ～ 15 5 1.794 775,008.0
16 ～ 20 5 6.465 2,792,880.0
21 ～ 25 5 10.592 4,575,744.1
26 ～ 31 6 10.864 5,631,897.6

8/ 1 ～  5 5 12.589 5,438,448.1
6 ～ 10 5 12.589 5,438,448.1
11 ～ 15 5 12.589 5,438,448.1
16 ～ 20 5 12.589 5,438,448.0
21 ～ 25 5 7.583 3,275,856.0
26 ～ 31 6 6.552 3,396,556.8

9/ 1 ～  5 5 7.401 3,197,232.0
6 ～ 10 5 0.627 270,864.0
138日間 110,602,627.4

9/11 ～翌年4/25
227日間（9/11 ～翌年4/25） 0.789 15,474,499.2

365日間 126,077,126.6
改め 126,080,000.0
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　安積疏水通水１３７周年記念式典を１０月１日
に開成山大神宮にて、執り行いました。式には、
理事長をはじめ本区関係者及び多数の来賓の
皆様にご出席をいただきました。当日は、祭事を
行った後、参集殿にて記念式典、祝賀会を挙行
しました。式典では、７名の方々が永年勤続者と
して表彰されました。

令和元年１０月１
６日に開催され
た、第４２回全国
土地改良大会に
おいて表彰され
た本田理事長

旭日双光章
の勲章及び
勲記

令和元年度  永年勤続者表彰

令和元年10月1日

安積疏水
通水137周年記念
永年勤続者

玉串奉奠をする本田理事長

令和元年度 施工地区

県営かんがい排水事業　新安積二期地区

白江幹線
２５号開渠

施
工
後

施
工
前

白江幹線
２６号開渠

施
工
後

施
工
前

白江幹線
２７号開渠

施
工
後

施
工
前

県営水利施設整備事業

玉川頭首工

着
工
前

竣  

工

越久幹線１号サイフォン
管布施工

上
流
部

下
流
部

尚、天候により通水量の増減があります。
０９：１５

１０：００

１１：００

２㎥／ｓ ０８：３０

０９：３０

６㎥／ｓ ０５：３０

４㎥／ｓ ０７：３０

０８：００

０８：３０

令和２年度 通水初日におけるかんがい用水の到着予定時間

令和２年度  配水計画について

４月２６日（日）  通水  管理センターより午前５時

６㎥／ｓ ０５：００上 戸 頭 首 工

熱 海 頭 首 工

第 １ 分 水 取 水 口

第 ２ 分 水 取 水 口

南 川 合 流 工

4号余水吐（芦ノ口）

５号余水吐（白山川）

新 安 積 分 水 工

町 守 屋 急 流 工

田 子 沼 分 水 工

新 安 積 地 区

旧 安 積 地 区

本田理事長が
旭日双光章 及び

農林水産大臣表彰を
受章しました
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玉串奉奠をする本田理事長

令和元年度 施工地区

県営かんがい排水事業　新安積二期地区

白江幹線
２５号開渠

施
工
後

施
工
前

白江幹線
２６号開渠

施
工
後

施
工
前

白江幹線
２７号開渠

施
工
後

施
工
前

県営水利施設整備事業

玉川頭首工

着
工
前

竣  

工

越久幹線１号サイフォン
管布施工

上
流
部

下
流
部
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令和２年度 通水初日におけるかんがい用水の到着予定時間

令和２年度  配水計画について

４月２６日（日）  通水  管理センターより午前５時

６㎥／ｓ ０５：００上 戸 頭 首 工

熱 海 頭 首 工

第 １ 分 水 取 水 口

第 ２ 分 水 取 水 口

南 川 合 流 工

4号余水吐（芦ノ口）

５号余水吐（白山川）

新 安 積 分 水 工

町 守 屋 急 流 工

田 子 沼 分 水 工

新 安 積 地 区

旧 安 積 地 区

本田理事長が
旭日双光章 及び

農林水産大臣表彰を
受章しました



令和元年度　安積疏水施設見学者状況令和元年度　安積疏水施設見学者状況
経常賦課金は1,000㎡当り2,500円に決まりました。
令和2年度  賦課金と決済金

令 和２年 度 　 　 賦  課  金

令 和２年 度 　 地 区 除 外 決 済 金
（安積疏水から除外する場合は、その都度支払うこととなります） (単位 ： 円／1,000㎡)

(単位 ： 円／1,000㎡)

こんな時は土地改良区へ必ず届け出をお願いしますこんな時は土地改良区へ必ず届け出をお願いします

注 意

賦課金算定基準は毎年4月1日現在の土地原簿記載内容です。

【賦課金は事業運営遂行上必要な経費です。納期限内に納入下さるようお願い致します。】
※賦課面積に疑問がある時は必ず、台帳を確認しましょう！

経 常 賦 課 金
県営事業特別賦課金（新安積地区）

国 営 新 安 積 事 業 償 還 金

発 行 令和２年７月  １日（水）
納 期 令和２年７月３１日（金）

発 行 令和２年１１月  ２日（月）
納 期 令和２年１１月３０日（月）

売買・死亡 他 資格得喪の通知書

● 農地を売買又は交換並びに贈与されたとき。
● 農地を貸借又は解約したとき。
● 農業者年金受給又は老齢等で経営移譲したとき。
● 組合員が亡くなられたとき。
● 組合員の住所が変わったとき。

農 地 転 用 地区除外申請書

● 受益地を宅地等にするとき。
● 受益地を公共用地（道路等）にするとき。
● 受益地を田以外にするとき。
※公共用地（道路、河川等）として売却した場合でも地区除外
申請及決済金の納入が必要となりますので、ご注意下さい。

農地を売買したり、貸借した場合は、その権利や義務の全てが承継されます。そのため、当該地に
組合費等の未納金がある場合、その納入義務は、新しい組合員の方に生じますのでご注意下さい。

市町・農業委員会・法務局等の公共機関で手続きを行っても、土地改良区への届け出がなければ、
土地原簿及び組合員名簿は変更されず、従来のまま賦課されますので、ご注意願います。

種　別
一般決済金 合　計 付　　  　　　　　　　記特　別　決　済　金

県　営国　営 基盤整備地区別

旧疏水地区

新安積地区

五百川地区

１1６,３００

１1６,３００

１1６,３００

区 分 経常賦課金 県営分担金 小　　計 国 営 新 安 積
事 業 償 還 金 合　　計 付　　記地 区

旧 疏 水
新 安 積
五 百 川

２,５００
２,５００
２,５００

－
２,０００
－

２,５００
４,５００
２,５００

－
５,４００
－

２,５００
９,９００
２,５００

－

９,９００

－

－

８,６００

－

－

－

－

１１６,３００

１３４,８００

１１６,３００

○一般決済金は、維持管理の負担に対する決済金

○新安積地区特別決済金は、国営新安積事業、県営新安積Ⅱ期及越久地区に対する地元負担金の決済金
※但し白方溜池掛り地区は特別決済金は含まない又、新河内地区の特別決済金国営事業決済金を徴収しない

○一般決済金は、維持管理の負担に対する決済金

白方溜池掛り地区の特別賦課金、新河内
地区の国営新安積事業償還金は含まない。

期日内納入に
ご協力下さい。

広　報　　安　　積　　疏　　水広　報　　安　　積　　疏　　水 （13）第66号（12） 第66号

　令和２年度経常賦課金及び特別賦課金は、令和２年２月２７日開催の第１７６回通常総代会において下記の
とおり決定しました。

番
号

番
号月日 団　　体　　名

合　　計 85団体 3,206 名

見　学　施　設 人数 月日 団　　体　　名 見　学　施　設 人数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

5. 18

5. 22

5. 24

5. 27

5. 29

6. 1

6. 4

6. 5

6. 6

6. 6

6. 7

6. 8

6. 9

6. 13

6. 18

6. 20

6. 21

6. 21

6. 21

6. 23

6. 25

6. 27

6. 28

7. 1

7. 3

7. 5

7. 11

7. 23

7. 25

7. 26

7. 27

8. 20

8. 21

8. 22

8. 31

9. 2

9. 2

9. 5

9. 7

9. 9

9. 10

9. 11

9. 11

NPO法人 J heritage東北
郡山市立宮城小学校
福島県立郡山商業高校
郡山北ロータリークラブ
郡山市
郡山市
十石堀維持管理協議会（茨城県）
郡山市
郡山市立開成小学校
JICA農村開発部
郡山市立小原田小学校
郡山市
郡山市菜根渕見町寿会
新安積疏水仁井田支部
郡山市立朝日が丘小学校
郡山市立金透小学校
田村市船引町上町長寿会
郡山市立小山田小学校
あさかの学園１１Cの会
新安積疏水白方支部
あさかの学園１２Bクラブ
須賀川市立白江小学校
（一社）海外農業開発コンサルタンツ協会
JICA
昭和３０年度大槻中学校卒業同窓会
国営農業水利事業福島県協議会
学校法人芝学園（東京都）
那須野が原博物館学校支援ボランティア石ぐら会
郡山市小学校教育研究会
新安積疏水白江支部
第１３回安積疏水を訪ねる小学生の集い
福島県ノルディックウォーキング協会
福島県県中地方振興局
福島市渡利学習センター
郡山商工会議所職員クラブ
寒河江川土地改良区西根地区推進協議会（山形県）
福島民報社販売局
富士電機(株）関西支社
郡山市
郡山市
郡山市立安子島小学校
郡山市立薫小学校
郡山市立高瀬小学校

6

48

18

30

27

27

8

27

88

17

85

27

18

25

118

21

22

90

9

13

26

21

13

5

20

14

73

19

17

15

96

16

50

19

16

12

12

8

25

4

7

77

38

田子沼分水工

上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工・十六橋水門
熱海頭首工
上戸頭首工・田子沼分水工

上戸頭首工

上戸頭首工

事務所

上戸頭首工

上戸頭首工・十六橋水門
事務所・管理センター　　　
上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工・十六橋水門

上戸頭首工

熱海頭首工
事務所・上戸頭首工
田子沼分水工
上戸頭首工・十六橋水門
事務所・管理センター
十六橋水門・上戸頭首工
事務所

十六橋水門・上戸頭首工
事務所・管理センター　　　
上戸頭首工・十六橋水門
管理センター・上戸頭首工　
田子沼分水工・発電所
発電所
上戸頭首工・発電所　　　　
田子沼分水工
事務所

管理センター
上戸頭首工・十六橋水門
熱海頭首工・田子沼分水工
上戸頭首工・田子沼分水工

十六橋水門

十六橋水門・上戸頭首工

上戸頭首工・田子沼分水工
管理センター・上戸頭首工
田子沼分水工・発電所
十六橋水門・上戸頭首工 
田子沼分水工
事務所・管理センター

上戸頭首工・十六橋水門

事務所・管理センター
上戸頭首工・十六橋水門
田子沼分水工
十六橋水門・上戸頭首工

上戸頭首工
事務所・管理センター
発電所
十六橋水門・上戸頭首工
熱海頭首工・事務所
田子沼分水工
事務所・管理センター
上戸頭首工・十六橋水門
熱海頭首工
上戸頭首工・十六橋水門

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

9. 12

9. 13

9. 18

9. 18

9. 20

9. 25

9. 26

9. 26

9. 27

10. 7

10. 9

10. 9

10. 9

10. 9

10. 10

10. 16

10. 18

10. 20

10. 23

10. 28

10. 29

10. 29

10. 30

10. 30

11. 6

11. 6

11. 7

11. 9

11. 11

11. 15

11. 15

11. 16

11. 18

11. 20

11. 20

11. 22

11. 27

12. 5

12. 14

1. 15

2. 12

3. 31

 

郡山市立桑野小学校 
上田市六ヶ村堰土地改良区 
郡山市立柴宮小学校 
小原田地域公民館 
郡山市立日和田小学校 
郡山市立開成小学校 
郡山市立穂積小学校 
郡山市立湖南小中学校 
郡山市立安積第二小学校 
NPO法人 信濃川大河津資料館友の会
郡山市立富田小学校 
郡山市立大島小学校 
福島県退職校長会郡山支部 
郡山市 
郡山市立谷田川小学校 
福島市清水学習センター 
福島県立安積黎明高校 
千葉県大利根土地改良区 
常西用水土地改良区 
農林中央金庫 
UR都市機構 福島震災復興支援本部
あさかの学園大学 
郡山市立桜小学校 
郡山ザベリオ学園小学校 
須賀川市立柏城小学校 
糸魚川市土地改良区（新潟県） 
郡山市立海老根小学校 
郡山市 
五百川開田水利組合 
郡山市立大成小学校 
東京大学大学院農学生命科学研究科
(株）ライトエージェンシー 
花巻市農業委員会 
本宮市青田普通水利組合 
JICA 
(一社）郡山市観光協会 
群馬用水宮城管理区 
ルワンダ共和国ICT商工会議所
夏川沿岸土地改良区 
郡山市立芳山小学校 
（有）フナデン 
あさかの学園大学１５研修クラブ

54

12

94

24

77

86

10

16

69

16

82

107

15

4

16

35

290

10

20

8

22

80

80

49

98

17

10

44

15

134

12

45

28

10

16

40

23

7

30

64

5

5

上戸頭首工・十六橋水門
熱海頭首工
事務所・発電所　　　　　　
上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工・十六橋水門　　
熱海頭首工
上戸頭首工

事務所

事務所
事務所・十六橋水門　　　　
上戸頭首工・熱海頭首工
事務所・管理センター

上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工・十六橋水門
熱海頭首工
十六橋水門・事務所

上戸頭首工・十六橋水門

事務所・管理センター

上戸頭首工・熱海頭首工

事務所

上戸頭首工・事務所

上戸頭首工

十六橋水門

事務所・熱海頭首工
事務所・十六橋水門　　　　
上戸頭首工・田子沼分水工
上戸頭首工
事務所・管理センター　　　
上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工・十六橋水門

上戸頭首工・第一分水路

事務所

十六橋

事務所

上戸頭首工・十六橋水門

田子沼分水工

上戸頭首工・十六橋水門

事務所・管理センター
上戸頭首工・十六橋水門　　
田子沼分水工
十六橋水門

上戸頭首工・田子沼分水工
事務所・管理センター
上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工

事務所・上戸頭首工

事務所

十六橋水門

事務所・管理センター

事務所・十六橋
管理センター・田子沼分水工
上戸頭首工・十六橋水門



令和元年度　安積疏水施設見学者状況令和元年度　安積疏水施設見学者状況
経常賦課金は1,000㎡当り2,500円に決まりました。
令和2年度  賦課金と決済金

令 和２年 度 　 　 賦  課  金

令 和２年 度 　 地 区 除 外 決 済 金
（安積疏水から除外する場合は、その都度支払うこととなります） (単位 ： 円／1,000㎡)

(単位 ： 円／1,000㎡)

こんな時は土地改良区へ必ず届け出をお願いしますこんな時は土地改良区へ必ず届け出をお願いします

注 意

賦課金算定基準は毎年4月1日現在の土地原簿記載内容です。

【賦課金は事業運営遂行上必要な経費です。納期限内に納入下さるようお願い致します。】
※賦課面積に疑問がある時は必ず、台帳を確認しましょう！

経 常 賦 課 金
県営事業特別賦課金（新安積地区）

国 営 新 安 積 事 業 償 還 金

発 行 令和２年７月  １日（水）
納 期 令和２年７月３１日（金）

発 行 令和２年１１月  ２日（月）
納 期 令和２年１１月３０日（月）

売買・死亡 他 資格得喪の通知書

● 農地を売買又は交換並びに贈与されたとき。
● 農地を貸借又は解約したとき。
● 農業者年金受給又は老齢等で経営移譲したとき。
● 組合員が亡くなられたとき。
● 組合員の住所が変わったとき。

農 地 転 用 地区除外申請書

● 受益地を宅地等にするとき。
● 受益地を公共用地（道路等）にするとき。
● 受益地を田以外にするとき。
※公共用地（道路、河川等）として売却した場合でも地区除外
申請及決済金の納入が必要となりますので、ご注意下さい。

農地を売買したり、貸借した場合は、その権利や義務の全てが承継されます。そのため、当該地に
組合費等の未納金がある場合、その納入義務は、新しい組合員の方に生じますのでご注意下さい。

市町・農業委員会・法務局等の公共機関で手続きを行っても、土地改良区への届け出がなければ、
土地原簿及び組合員名簿は変更されず、従来のまま賦課されますので、ご注意願います。

種　別
一般決済金 合　計 付　　  　　　　　　　記特　別　決　済　金

県　営国　営 基盤整備地区別

旧疏水地区

新安積地区

五百川地区

１1６,３００

１1６,３００

１1６,３００

区 分 経常賦課金 県営分担金 小　　計 国 営 新 安 積
事 業 償 還 金 合　　計 付　　記地 区

旧 疏 水
新 安 積
五 百 川

２,５００
２,５００
２,５００

－
２,０００
－

２,５００
４,５００
２,５００

－
５,４００
－

２,５００
９,９００
２,５００

－

９,９００

－

－

８,６００

－

－

－

－

１１６,３００

１３４,８００

１１６,３００

○一般決済金は、維持管理の負担に対する決済金

○新安積地区特別決済金は、国営新安積事業、県営新安積Ⅱ期及越久地区に対する地元負担金の決済金
※但し白方溜池掛り地区は特別決済金は含まない又、新河内地区の特別決済金国営事業決済金を徴収しない

○一般決済金は、維持管理の負担に対する決済金

白方溜池掛り地区の特別賦課金、新河内
地区の国営新安積事業償還金は含まない。

期日内納入に
ご協力下さい。

広　報　　安　　積　　疏　　水広　報　　安　　積　　疏　　水 （13）第66号（12） 第66号

　令和２年度経常賦課金及び特別賦課金は、令和２年２月２７日開催の第１７６回通常総代会において下記の
とおり決定しました。

番
号

番
号月日 団　　体　　名

合　　計 85団体 3,206 名

見　学　施　設 人数 月日 団　　体　　名 見　学　施　設 人数
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5. 18

5. 22

5. 24

5. 27

5. 29

6. 1

6. 4

6. 5

6. 6

6. 6

6. 7

6. 8

6. 9

6. 13

6. 18

6. 20

6. 21

6. 21

6. 21

6. 23

6. 25

6. 27

6. 28

7. 1

7. 3

7. 5

7. 11

7. 23

7. 25

7. 26

7. 27

8. 20

8. 21

8. 22

8. 31

9. 2

9. 2

9. 5

9. 7

9. 9

9. 10

9. 11

9. 11

NPO法人 J heritage東北
郡山市立宮城小学校
福島県立郡山商業高校
郡山北ロータリークラブ
郡山市
郡山市
十石堀維持管理協議会（茨城県）
郡山市
郡山市立開成小学校
JICA農村開発部
郡山市立小原田小学校
郡山市
郡山市菜根渕見町寿会
新安積疏水仁井田支部
郡山市立朝日が丘小学校
郡山市立金透小学校
田村市船引町上町長寿会
郡山市立小山田小学校
あさかの学園１１Cの会
新安積疏水白方支部
あさかの学園１２Bクラブ
須賀川市立白江小学校
（一社）海外農業開発コンサルタンツ協会
JICA
昭和３０年度大槻中学校卒業同窓会
国営農業水利事業福島県協議会
学校法人芝学園（東京都）
那須野が原博物館学校支援ボランティア石ぐら会
郡山市小学校教育研究会
新安積疏水白江支部
第１３回安積疏水を訪ねる小学生の集い
福島県ノルディックウォーキング協会
福島県県中地方振興局
福島市渡利学習センター
郡山商工会議所職員クラブ
寒河江川土地改良区西根地区推進協議会（山形県）
福島民報社販売局
富士電機(株）関西支社
郡山市
郡山市
郡山市立安子島小学校
郡山市立薫小学校
郡山市立高瀬小学校
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38

田子沼分水工

上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工・十六橋水門
熱海頭首工
上戸頭首工・田子沼分水工

上戸頭首工

上戸頭首工

事務所

上戸頭首工

上戸頭首工・十六橋水門
事務所・管理センター　　　
上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工・十六橋水門

上戸頭首工

熱海頭首工
事務所・上戸頭首工
田子沼分水工
上戸頭首工・十六橋水門
事務所・管理センター
十六橋水門・上戸頭首工
事務所

十六橋水門・上戸頭首工
事務所・管理センター　　　
上戸頭首工・十六橋水門
管理センター・上戸頭首工　
田子沼分水工・発電所
発電所
上戸頭首工・発電所　　　　
田子沼分水工
事務所

管理センター
上戸頭首工・十六橋水門
熱海頭首工・田子沼分水工
上戸頭首工・田子沼分水工

十六橋水門

十六橋水門・上戸頭首工

上戸頭首工・田子沼分水工
管理センター・上戸頭首工
田子沼分水工・発電所
十六橋水門・上戸頭首工 
田子沼分水工
事務所・管理センター

上戸頭首工・十六橋水門

事務所・管理センター
上戸頭首工・十六橋水門
田子沼分水工
十六橋水門・上戸頭首工

上戸頭首工
事務所・管理センター
発電所
十六橋水門・上戸頭首工
熱海頭首工・事務所
田子沼分水工
事務所・管理センター
上戸頭首工・十六橋水門
熱海頭首工
上戸頭首工・十六橋水門
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9. 12

9. 13

9. 18

9. 18

9. 20

9. 25

9. 26

9. 26

9. 27

10. 7

10. 9

10. 9

10. 9

10. 9

10. 10

10. 16

10. 18

10. 20

10. 23

10. 28

10. 29

10. 29

10. 30

10. 30

11. 6

11. 6

11. 7

11. 9

11. 11

11. 15

11. 15

11. 16

11. 18

11. 20

11. 20

11. 22

11. 27

12. 5

12. 14

1. 15

2. 12

3. 31

 

郡山市立桑野小学校 
上田市六ヶ村堰土地改良区 
郡山市立柴宮小学校 
小原田地域公民館 
郡山市立日和田小学校 
郡山市立開成小学校 
郡山市立穂積小学校 
郡山市立湖南小中学校 
郡山市立安積第二小学校 
NPO法人 信濃川大河津資料館友の会
郡山市立富田小学校 
郡山市立大島小学校 
福島県退職校長会郡山支部 
郡山市 
郡山市立谷田川小学校 
福島市清水学習センター 
福島県立安積黎明高校 
千葉県大利根土地改良区 
常西用水土地改良区 
農林中央金庫 
UR都市機構 福島震災復興支援本部
あさかの学園大学 
郡山市立桜小学校 
郡山ザベリオ学園小学校 
須賀川市立柏城小学校 
糸魚川市土地改良区（新潟県） 
郡山市立海老根小学校 
郡山市 
五百川開田水利組合 
郡山市立大成小学校 
東京大学大学院農学生命科学研究科
(株）ライトエージェンシー 
花巻市農業委員会 
本宮市青田普通水利組合 
JICA 
(一社）郡山市観光協会 
群馬用水宮城管理区 
ルワンダ共和国ICT商工会議所
夏川沿岸土地改良区 
郡山市立芳山小学校 
（有）フナデン 
あさかの学園大学１５研修クラブ

54

12

94

24

77

86

10

16

69

16

82

107

15

4

16

35

290

10

20

8

22

80

80

49

98

17

10

44

15

134

12

45

28

10

16

40

23

7

30

64

5

5

上戸頭首工・十六橋水門
熱海頭首工
事務所・発電所　　　　　　
上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工・十六橋水門　　
熱海頭首工
上戸頭首工

事務所

事務所
事務所・十六橋水門　　　　
上戸頭首工・熱海頭首工
事務所・管理センター

上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工・十六橋水門
熱海頭首工
十六橋水門・事務所

上戸頭首工・十六橋水門

事務所・管理センター

上戸頭首工・熱海頭首工

事務所

上戸頭首工・事務所

上戸頭首工

十六橋水門

事務所・熱海頭首工
事務所・十六橋水門　　　　
上戸頭首工・田子沼分水工
上戸頭首工
事務所・管理センター　　　
上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工・十六橋水門

上戸頭首工・第一分水路

事務所

十六橋

事務所

上戸頭首工・十六橋水門

田子沼分水工

上戸頭首工・十六橋水門

事務所・管理センター
上戸頭首工・十六橋水門　　
田子沼分水工
十六橋水門

上戸頭首工・田子沼分水工
事務所・管理センター
上戸頭首工・十六橋水門
上戸頭首工

事務所・上戸頭首工

事務所

十六橋水門

事務所・管理センター

事務所・十六橋
管理センター・田子沼分水工
上戸頭首工・十六橋水門
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賦課金の支払いは自動口座振替で 今秋、任期満了に伴う総代総選挙が実施されます。

安積疏水土地改良区総代の選挙区域と定数

提  出  方  法
　土地改良区または口座のある農協窓口で『貯金口座振替依頼書』に必
要事項を記入し、押印して下さい。申し込みには預金通帳、印鑑（届出印）
をお持ち下さい。
※尚、振替に伴う組合員様の手数料は一切必要ありません。

賦課通知書の
発行

　口座振替に伴い賦課通知書は、納付書から通知文に変更となり、氏名、
住所、賦課金額、振替予定日の内容となります。

残高確認の
お願い

　経常賦課金は７月３１日、国営償還金は１１月３０日振替となりますので、
残高の確認をお願い致します。

振替出来なかった
場合

　口座引き落としは、本区指定日に１回限りとなりますので、残高不足等によ
り口座振替が出来なかった場合は、納付書による窓口での納入となります。

領収書の発行 　領収書は、納入確認後に発送します。
(経常賦課金８月末・国営事業償還金１２月末)

届出内容変更の
場合

　振替口座の名義人や口座番号等に変更が生じた場合は、速やかに届
け出て下さい。

そ　の　他
　令和２年度経常賦課金(7月分)の自動口座振替については申し込みを
締め切っておりますので、予めご了承下さい。現在は令和２年度国営償還
金(11月分)並びに令和３年度からの口座振替の受付をしておりますの
で、口座振替をご検討の方はお早めにお申込み下さい。

　土地改良区では、福島県内の農業協同組合（福島さくら・夢みなみ・ふくしま未来・会津よつば）からの自動
口座振替を実施推奨しております。まだ申込みされていない方は是非ご利用願います。手続きは次のとおりです。

　安積疏水の現総代の任期は来る１０月２６日までとなっています。これに伴い今秋、総代総選挙が実施されます。 
前回までの総代総選挙は郡山市選挙管理委員会の管理で行われておりましたが、土地改良法の改正により
改良区がすべて実施致します。

※今回の選挙より立候補の受付及び投票所は本区のみとなりますので、ご承知おきください。
※総代総選挙の選挙権及び被選挙権は本区組合員の方に限りますので、名義変更が必要な場合は早
急に資格得喪の通知書を提出して下さい。

※各選挙区において候補者の数が選挙すべき総代の数を超えないとき、又は超えなくなったときは
投票を行いません。（規程第１９条）※ 問い合わせ先 ： 財政課  ０２４－９２２－４５９６

※ 問い合わせ先 ： 総務課  ０２４－９２２－４５９５

総代の被選挙権
次に掲げる者は、総代の被選挙権を有しない。
１．組合員でない者　  ２．未成年者　  ３．禁固以上の刑に処せられた者でその執行を終わるまでの者
 （規程第１条）

候補者の届出
立候補以外に、組合員５人以上が本人の承諾を得て候補者を推薦できるようになりました。 （規程第１６条）

選挙の時期及び公告
総選挙の時期は、任期満了の日前６０日から１０日（８月２７日～１０月１６日）までに行う。また、その公告は選
挙の５日前までに行い同時に公告期間中に立候補等を受け付けます。 （規程第４条・第１６条）

投票時間
午前７時から午後５時となっており、午後５時までに投票所に到着していない方は投票することが出来ま
せん。 （規程第１２条）
総代選挙に係る各管理者並びに立会人となった方は、総代の候補者となることが出来ません。 （規程第１７条）

選　　挙　　区　　域 定 数
郡山市の内旧郡山町、旧小原田村、旧桑野村
郡山市大槻町
郡山市富田町
郡山市安積町
郡山市三穂田町
郡山市逢瀬町
郡山市片平町
郡山市熱海町
郡山市喜久田町

２人
５人
１人
４人
９人
３人
５人
４人
６人

選挙区
第１区
第２区
第３区
第４区
第５区
第６区
第７区
第８区
第９区

選　　挙　　区　　域 定 数
郡山市日和田町
郡山市富久山町
本宮市の内旧岩根村、旧荒井村
本宮市の内旧本宮町、旧仁井田村、旧青田村
猪苗代町大字山潟
須賀川市の内旧仁井田村
須賀川市の内旧西袋村、旧稲田村
須賀川市の内旧白方村
須賀川市の内旧白江村及び長沼町

６人
４人
３人
３人
１人
４人
５人
２人
３人

選挙区
第１０区
第１１区
第１２区
第１３区
第１４区
第１５区
第１６区
第１７区
第１８区

※規程 ： 総代選挙規程法改正に伴う変更点及び留意点
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賦課金の支払いは自動口座振替で 今秋、任期満了に伴う総代総選挙が実施されます。

安積疏水土地改良区総代の選挙区域と定数

提  出  方  法
　土地改良区または口座のある農協窓口で『貯金口座振替依頼書』に必
要事項を記入し、押印して下さい。申し込みには預金通帳、印鑑（届出印）
をお持ち下さい。
※尚、振替に伴う組合員様の手数料は一切必要ありません。

賦課通知書の
発行

　口座振替に伴い賦課通知書は、納付書から通知文に変更となり、氏名、
住所、賦課金額、振替予定日の内容となります。

残高確認の
お願い

　経常賦課金は７月３１日、国営償還金は１１月３０日振替となりますので、
残高の確認をお願い致します。

振替出来なかった
場合

　口座引き落としは、本区指定日に１回限りとなりますので、残高不足等によ
り口座振替が出来なかった場合は、納付書による窓口での納入となります。

領収書の発行 　領収書は、納入確認後に発送します。
(経常賦課金８月末・国営事業償還金１２月末)

届出内容変更の
場合

　振替口座の名義人や口座番号等に変更が生じた場合は、速やかに届
け出て下さい。

そ　の　他
　令和２年度経常賦課金(7月分)の自動口座振替については申し込みを
締め切っておりますので、予めご了承下さい。現在は令和２年度国営償還
金(11月分)並びに令和３年度からの口座振替の受付をしておりますの
で、口座振替をご検討の方はお早めにお申込み下さい。

　土地改良区では、福島県内の農業協同組合（福島さくら・夢みなみ・ふくしま未来・会津よつば）からの自動
口座振替を実施推奨しております。まだ申込みされていない方は是非ご利用願います。手続きは次のとおりです。

　安積疏水の現総代の任期は来る１０月２６日までとなっています。これに伴い今秋、総代総選挙が実施されます。 
前回までの総代総選挙は郡山市選挙管理委員会の管理で行われておりましたが、土地改良法の改正により
改良区がすべて実施致します。

※今回の選挙より立候補の受付及び投票所は本区のみとなりますので、ご承知おきください。
※総代総選挙の選挙権及び被選挙権は本区組合員の方に限りますので、名義変更が必要な場合は早
急に資格得喪の通知書を提出して下さい。
※各選挙区において候補者の数が選挙すべき総代の数を超えないとき、又は超えなくなったときは
投票を行いません。（規程第１９条）※ 問い合わせ先 ： 財政課  ０２４－９２２－４５９６

※ 問い合わせ先 ： 総務課  ０２４－９２２－４５９５

総代の被選挙権
次に掲げる者は、総代の被選挙権を有しない。
１．組合員でない者　  ２．未成年者　  ３．禁固以上の刑に処せられた者でその執行を終わるまでの者
 （規程第１条）

候補者の届出
立候補以外に、組合員５人以上が本人の承諾を得て候補者を推薦できるようになりました。 （規程第１６条）

選挙の時期及び公告
総選挙の時期は、任期満了の日前６０日から１０日（８月２７日～１０月１６日）までに行う。また、その公告は選
挙の５日前までに行い同時に公告期間中に立候補等を受け付けます。 （規程第４条・第１６条）

投票時間
午前７時から午後５時となっており、午後５時までに投票所に到着していない方は投票することが出来ま
せん。 （規程第１２条）
総代選挙に係る各管理者並びに立会人となった方は、総代の候補者となることが出来ません。 （規程第１７条）

選　　挙　　区　　域 定 数
郡山市の内旧郡山町、旧小原田村、旧桑野村
郡山市大槻町
郡山市富田町
郡山市安積町
郡山市三穂田町
郡山市逢瀬町
郡山市片平町
郡山市熱海町
郡山市喜久田町

２人
５人
１人
４人
９人
３人
５人
４人
６人

選挙区
第１区
第２区
第３区
第４区
第５区
第６区
第７区
第８区
第９区

選　　挙　　区　　域 定 数
郡山市日和田町
郡山市富久山町
本宮市の内旧岩根村、旧荒井村
本宮市の内旧本宮町、旧仁井田村、旧青田村
猪苗代町大字山潟
須賀川市の内旧仁井田村
須賀川市の内旧西袋村、旧稲田村
須賀川市の内旧白方村
須賀川市の内旧白江村及び長沼町

６人
４人
３人
３人
１人
４人
５人
２人
３人

選挙区
第１０区
第１１区
第１２区
第１３区
第１４区
第１５区
第１６区
第１７区
第１８区

※規程 ： 総代選挙規程法改正に伴う変更点及び留意点






